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【 手 続 補 正 書 】
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
監 視 領 域 の 異 常 を 検 出 す る セ ン サ と 撮 像 手 段 に 接 続 さ れ る 伝 送 装 置 と 、 該 伝 送 装 置 と 通 信
網 を 介 し て 接 続 さ れ る 第 １ の サ ー バ と 、 該 サ ー バ と 通 信 網 を 介 し て 接 続 さ れ る 第 ２
の サ ー バ と か ら な る 監 視 シ ス テ ム で あ っ て 、 上 記 第 １ の サ ー バ は 上 記 伝 送 装 置 か ら の 上 記
撮 像 手 段 で 撮 像 さ れ た 映 像 情 報 と 上 記 セ ン サ か ら の 信 号 を 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と 、 該 撮 像 手
段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、 上 記 第 ２ の サ ー バ は 、 上 記 第 １ の サ ー バ か ら の 上 記 セ ン
サ か ら の 信 号 を 蓄 積 す る 記 憶 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 警 備 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
上 記 第 ２ の サ ー バ は 上 記 第 １ の サ ー バ か ら の 各 上 記 セ ン サ 信 号 に つ い て 、 処 理 を 割
り 当 て る 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 警 備 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
上 記 第 １ の サ ー バ は 、 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 警 備 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
上 記 伝 送 装 置 は 、 関 連 付 け る 情 報 を 生
成 す る 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 警 備 シ ス テ ム 。

第 １ の

の 担 当

上 記 伝 送 装 置 か ら の 情 報 を 間 引 い て 上 記 第 ２ の サ ー バ へ 転 送

上 記 セ ン サ か ら の 情 報 と 上 記 撮 像 装 置 か ら の 情 報 を
乃 至 ３ の 何 れ か に


	header
	written-amendment

